
〇病児保育事業
⑴使用する届出様式について

根拠法令

児童福祉法

子ども・子育
て支援法

※その他変更内容に応じ、指定の添付書類が必要となります。

⑵注意事項

⑶提出書類

提出締め切り

名称 内容

病児保育事業変更届
「届出」に係る変更に使用。
（市を経由して、埼玉県に提出する）

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 「確認」に係る変更に使用。

・変更事項がある場合は、⑶提出書類に記載の必要書類について、提出をお願いします。

・提出締め切りまでに書類が全てそろわない場合、その時点で提出できる書類のみ御提出ください。

・一部様式が指定されている書類（職員名簿、誓約書）があります。提出の際は御注意ください。

・理事会や取締役会の議事録については、変更について適切な意思決定過程を経ているか確認する資料となります。
　そのため、変更について審議・議決したことが分かるように記載されている必要があります。提出の際は、議事録内の該当
部分にマーカー等で着色をお願いします。なお、原本証明は不要です。

・設置者の代表者、役員、施設長等が変更となる場合、誓約書の提出が必要となります。御注意ください。

・提出された書類について、後日修正や差し替えをお願いする場合があります。

・円滑な手続のため、事前の相談を随時受け付けております。何か疑問点等ありましたら、都度お問い合わせください。

・事業を休止、または廃止する場合、３か月以上の予告期間が必要となります。該当する場合は、３か月以上前に、市まで届
け出てください。

【経営者に関すること】

変更内容 提出書類

病児保育事業変更届（県様式）

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

理事会議事録（写）※社会福祉法人以外の場合、理事会に代わる会議の議事録

定款・寄付行為等

変更後の法人の登記事項証明書

病児保育事業変更届（県様式）

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

理事会議事録（写）※社会福祉法人以外の場合、理事会に代わる会議の議事録

履歴書

子ども・子育て支援法第５８条の１０第２項の規定に該当しない旨の誓約書

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

理事会議事録（写）※社会福祉法人以外の場合、理事会に代わる会議の議事録

役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

子ども・子育て支援法第５８条の１０第２項の規定に該当しない旨の誓約書

病児保育事業を実施する場合、児童福祉法に基づく「届出」をするとともに、無償化対象施設として、子育て
のための施設等利用給付に関する「確認」を受けています。
「届出」と「確認」の内容は根拠法令が異なるため、変更が生じた場合それぞれ定められた様式で届け出る必
要があります。
そのため、ひとつの変更を行う場合でも、複数の届出様式を提出する場合があることに注意が必要です。

名称、主たる事務所の所在地、
定款・寄付行為等の登記事項

事実発生から１０日以内

経営の責任者

事実発生から１０日以内

役員

事実発生から１０日以内



書類の提出締め切り

【その他】

提出締め切り

【事業内容、事業実施する施設に関すること】

変更内容 提出書類

病児保育事業変更届（県様式）

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

理事会議事録（写）※社会福祉法人以外の場合、理事会に代わる会議の議事録

平面図・立面図（該当する場合のみ）

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

理事会議事録（写）※社会福祉法人以外の場合、理事会に代わる会議の議事録

履歴書

子ども・子育て支援法第５８条の１０第２項の規定に該当しない旨の誓約書

病児保育事業変更届（県様式）

職員名簿（県様式）

病児保育事業変更届（県様式）

理事会議事録（写）※社会福祉法人以外の場合、理事会に代わる会議の議事録

病児保育事業変更届（県様式）

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

理事会議事録（写）※社会福祉法人以外の場合、理事会に代わる会議の議事録

その他変更内容がわかる書類（利用者向けパンフレット等）

病児保育事業変更届（県様式）

理事会議事録（写）※社会福祉法人以外の場合、理事会に代わる会議の議事録

協力機関・指導医との取り決め書の写し

変更内容 提出書類

病児保育事業廃止（休止）届（県様式）

特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

理事会議事録（写）※社会福祉法人以外の場合、理事会に代わる会議の議事録

事業を実施する施設の名称、種類、所在
地、建物等の規模・設備等

事実発生から１０日以内

施設長・管理者の変更

事実発生から１０日以内

事業の担当職員

事実発生から１０日以内

利用定員

事実発生から１０日以内

運営内容等

（例）・施設の目的及び運営の方針
　　　・提供する保育の内容
　　　・保育の提供を行う日
　　　・保育時間等
　　　・利用料金　　　等

事実発生から１０日以内

協力機関・指導医

事実発生から１０日以内

施設の廃止・休止・確認の辞退

事実発生日まで


